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為
隆
と
顕
隆

―
―
勧
修
寺
流
藤
原
氏
と

『続
古
事
談
』―
―

一

『続
古
事
談
』
は
、
巻
二

「臣
節
」
に
、
藤
原
為
房
が
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
た

と
き
の
申
慶
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
描
く
。

為
房
宰
相
に
な
り
て
、
よ
ろ
こ
び
申
し
け
る
に
、
子
孫
六
人
前
駈
し
た
り

け
り
。
為
隆

・
顕
隆
中
弁
に
て
あ
り
。
重
隆
取
負
佐
な
り
。
そ
の
ほ
か
孫

ど
も
な
り
。
世
の
人

「子
孫
繁
昌
こ
と
の
ほ
か
な
り
」
と
な
ん
い
ひ
け
る
。

（１
）

（二
・
三
七
）

右
は
、
天
永
二

（
一
一
一
一
）
年
正
月
春
の
除
目

（二
十
三
日
入
眼
）
で
、

為
房

（六
十
三
歳
）
が
、
蔵
人
頭
か
ら
任
参
議
し
た
折
の
こ
と
。
説
話
叙
述
は
、

除
目
前
後
の
事
柄
を
詳
細
に
描
く

『中
右
記
』
同
月
二
十
四
日
条
の
末
尾
、
次

（２
）

掲
傍
線
部
の
記
事
に
拠
る
。

…
今
日
、
新
中
納
言
能
俊

〈別
当
。
被
二
申
慶
一之
間
、
還
着
以
前
、
側

着
二
長
下
襲
し
、
忠
教
、
宰
相
為
房
、
実
隆
、
頭
中
将
、
頭
弁
、
皆
申
慶
也
。

抑
宰
相
為
房
、
以
〓
子
族
一人
一一前
駈
「
左
中
弁
顕
隆
、
右
中
弁
為
隆
、
右

衛
門
権
佐
重
隆
、
出
雲
守
顕
頼
、
蔵
人
左
近
将
監
顕
能
、
修
理
亮
憲
隆
、

進
士
朝
隆
。　
一
家
之
繁
昌
、
千
載
勝
事
也
。
翁
増
補
史
料
大
成
し

書
几

木

浩

『続
古
事
談
』
で
、
「世
の
人
」
の
発
言
と
さ
れ
る

「子
孫
繁
昌
こ
と
の
ほ
か

な
り
」
が
、
ほ
ぼ
同
意
で
、
『中
右
記
』
記
主
宗
忠
の
評
言

「
一
家
之
繁
昌
、
千

輝

導
動
は
「
櫛
薄

利

討

る こ
嘲

廊

」

卿
鞘

け
”
輝

調

鰐

く
べ
き
点
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「子
孫
」
の
名
前
の
挙
げ
方
の
違

い
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
『続
古
事
談
』
は

「子
族
」
を

「子
孫
」
と
換
言
し
、
「六
人
」

と
い
う
が
、
『中
右
記
』
に
は
、
計
七
人
の
名
前
が
挙
が
る
。
そ
の
内
、
「続
古

事
談
』
に
も
名
前
が
載
る
の
は
三
名
の
子
息
の
み
で
、
為
隆

・
顕
隆

。
重
隆
の

同
母

（母
源
頼
国
女
）
兄
弟
。
「そ
の
ほ
か
し
の
名
前
を
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
四

人
の
内
、
顕
頼

（顕
隆
子
）
。
顕
能

（顕
隆
子
）
・
憲
隆

（為
隆
子
）
は
確
か
に

「籍
」
に
相
当
す
る
が
、
朝
隆
の
み
は

「為
房
六
男
」
翁
公
卿
補
任
し
、
異
母

の
子
。
た
だ
し
、
「為
隆
為
レ
子
」
（同
上
）、
孫
で
も
あ
っ
た
。
『続
古
事
談
』
の

言
語
表
現
に
沿
う
限
り
、
残
る
二
人
の
中
に

「子
」
と
し
て
の
彼
の
実
在
は
無

視
さ
れ
、
お
そ
ら
く
は

「孫
」
と
し
て
、
永
久
四

（
一
一
一
六
）
年
の
叙
爵
前

で
文
章
生

（進
士
）
で
あ
る
と
し
て
員
数
外
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
湾
¨
『続

古
事
談
』
は
本
話
の
説
話
化
に
際
し
、
二
人
の
同
母
子
息
と
そ
れ
以
外
と
で
、



ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
て
叙
述
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
出
典
の
人
名
羅
列
の
、
踏

襲
を
意
図
し
て
い
な
い
。

如
上
の
着
目
は
、
さ
ら
に
も
う

一
点
、　
一
見
微
細
な
入
れ
替
え
が
、
出
典
と

本
話
と
の
間
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
。

左
中
弁
顕
隆
、
右
中
弁
為
隆
、
右
衛
門
権
佐
重
隆
…

（『中
右
記
し

為
隆
・顕
隆
中
弁
に
て
あ
り
。
重
隆
収
負
佐

（＝
衛
門
佐
の
唐
名
）
な
り
…

３
続
古
事
談
し

『中
右
記
』
で
は
、
官
位
の
順
に
従
っ
て
、
兄
弟
を
逆
順
に
、
弟
顕
隆

（左

中
弁
従
四
上
）―
兄
為
隆

（右
中
弁
従
四
下
）
と
叙
述
す
る
の
に
対
し
て
、
『続

古
事
談
』
は
、
位
階
に
言
及
し
な
い
出
典
に
乗
じ
、
彼
ら
の
役
職
を

「中
弁
」

と
統
括
す
る
こ
と
を
得
、
序
列
を
兄
弟
の
順
に
復
し
て
、
為
隆
―
顕
隆
と
語
り

変
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
、
常
識
的
な
序
列
に
し
た
が
っ
た
、
さ
さ
い
な
変
改
、
と
看
過
し
て

し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
本
話
の
直
前
に
、
弁
官
の

出
世
争
い
に
関
す
る
執
念
の
説
話
が
載
る
ゆ
え
で
あ
る
。

道
方
民
部
卿
頭
左
中
弁
と
て
、位
階
の
上
鵬
に
て
あ
り
け
る
に
、
を
の
ノ
ヽ

の
ぞ
み
申
け
る
に
、
「道
方
な
る
べ
し
」
と
き
ゝ
て
、
説
孝
わ
き
の
陣
の
床

子
の
座
に
て
、
南
に
向
て
念
じ
入
た
り
け
る
に
、
夢
の
ご
と
く
春
日
山
を

見
て
、
た
の
も
し
く
お
も
ひ
て
、
道
方
に
云
や
う
、
「
い
か
で
か
我
を
こ
え

給
べ
き
」
と
て
、
な
み
だ
を
の
ご
ひ
た
り
け
れ
ば
、
血
の
涙
に
て
そ
で
に

つ
き
た
り
け
れ
ば
、
道
方
お
そ
れ
を
な
し
て
、
こ
の
た
び
は
な
る
ま
じ
き

よ
し
を
申
て
け
り
。
此
く
説
孝
は
左
大
弁
ま
で
な
り
た
り
け
る
に
、
三
条

院
東
宮
御
時
、
み
く
り
や
の
事
に
よ
り
て
、
び
ん
な
く
お
ぼ
し
め
さ
れ
た

り
け
れ
ば
、
昇
進
か
な
は
じ
と
や
思
け
ん
、
弁
を
捨
て
播
磨
に
成
た
り
け

り
。
含
Ｔ

〓
一六
）

注
釈
的
に
要
点
を
見
れ
ば
、
源
道
方

（九
六
九

〈異
説
あ
り
〉
～

一
〇
四
四
）

は
宇
多
源
氏
、
源
重
信

（雅
信
と
も
）
五
男
。
藤
原
説
孝
は
、
為
房
の
曾
祖
父

宣
孝
の
兄
に
当
た
る
高
藤
流
藤
原
氏

（九
四
七
～
没
年
末
詳
）。
勧
修
寺

「西
堂

長
者
」
（四
館
〉

「位
階
の
上
臓
」
云
々
は
、
左
中
弁
道
方
が
、
寛
弘
五

（
一
〇

〇
八
）
年
正
月
に
、
二
十
歳
以
上
も
年
上
の
非
参
議
右
大
弁
説
孝
を
越
え
て
、

正
四
下
で
蔵
人
頭
に
任
ぜ
ら
れ
、
さ
ら
に
同
年
七
月
の
除
日
で
、
位
も
逆
転
、

「左
中
弁
道
方
叙
二
正
四
位
上
一
〈造
宮
行
事
賞
令
レ申
レ
之
〉
。
右
大
弁
説
孝
正

四
位
下
也
。
大
弁
下
臓
、
中
弁
上
臓
、
太
無
二
便
宜
一欺
。
件
事
大
丞
愁
云
々
。

大
中
弁
間
、
其
中
不
レ
宜
。
各
吐
二
悪
言
一云
々
」
翁
小
右
記
』
同
二
十
八
日
条
、

「大
日
本
古
記
録
し

と
、
そ
の
こ
と
が
契
機
と
な
っ
た
不
仲
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
人
事

（『蔵
人
補
任
』
『弁
官
補
任
』
ほ
か
）
を
指
す
。

「を
の
を
の
の
ぞ
み
申
し
」
た
の
は
、
「左
大
弁
」
の
地
位
。
寛
弘
六
年
二
月

四
日
臨
時
の
除
目

（『御
堂
関
白
記
』
同
日
条
）
で
、
藤
原
行
成
が
参
議
左
大
弁

か
ら
権
中
納
言
と
な
っ
て
弁
官
を
去
り
、
そ
の
後
任
と
し
て
六
十
三
歳
の
説
孝

が
任
ぜ
ら
れ
た
。
説
孝
の
後
任

（右
大
弁
）
は
、
道
方
。
六
十
三
と
い
う
年
齢

は
前
出
為
房
の
任
参
議
の
時
と
同
じ
。
し
か
し
三
年
後
、
三
条
朝
寛
弘
九

（長

和
元
）
年
八
月
十

一
日
、
左
大
弁
正
四
下
の
説
孝
は
、
望
ん
で
播
磨
の
守
に
任

ぜ
ら
れ
る

（『小
右
記
』
長
和
元

・
七

。
二
十

一
、
『御
堂
関
白
記
』
同
八

γ
一

一
）
が
、
説
話
の
文
脈
が
伝
え
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
や
は
り
挫
折
で
あ
ろ
う
。

三
七
話
の
直
前
に
は
こ
う
し
た
、
年
令
の
逆
転
し
た

「位
階
の
し
上
下
と
弁

官
職
の
昇
進
を
め
ぐ
る
、
隠
微
な
が
ら
厳
し
い
争
い
を
テ
ー
マ
と
す
る
説
話
が

存
在
し
て
い
た
。　
一
方
、
三
七
話
の
出
典

『中
右
記
』
二
十
四
日
条
は
、
先
の

引
用
に
続
け
て

「寛
弘
之
比
、
為
輔

（＝
説
孝

。
宣
孝
父
）
中
納
言
以
後
、
公

卿
久
絶
。
今
此
相
公

（＝
参
議
の
唐
名
。
為
房
を
指
す
ご
員
継
二
家
門
「
誠
是
面

目
至
欺
」
と
為
房
の
先
祖
に
思
い
を
は
せ
、
そ
の
一
門
に
公
卿
の
出
来
が
実
に



久
し
ぶ
り
で
あ
る
こ
と
に
言
及
、為
房
の
面
目
を
讃
え
て
い
る
。
な
ら
ば
三
六
―
，

三
七
話
の
間
に
は
、
「為
輔
」
「以
後
」
の

「公
卿
久
絶
」
と
、
為
輔
子
説
孝
の

公
卿
挫
折
と
い
う
連
関
が
存
在
し
、
為
房
の
昇
進
と
「子
孫
繁
昌
」
は
、
「家
門
」

に
連
な
る
説
孝
の
無
念
を
も
晴
ら
し
て
い
る
、
と
読
め
る
。
ま
た
、
三
六
話
の

人
事
は
、
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
二
・
三
七
の
天
永
二
年
の
除
目
で
、
藤
原
実

行
が
「右
大
弁
長
忠
井
」
び
に
顕
隆
・為
隆
等
を
含
む
「上
鵬
十
余
人
」
を
「越
」

え
て
「蔵
人
頭
」
に
任
ぜ
ら
れ
た
折
、
「超
二
非
参
議
大
弁
位
階
上
臓
ご
「希
代
」

の
一
例

（「寛
弘
末
左
中
弁
道
方
補
二
蔵
人
頭
ヽ
越
二
右
大
弁
説
孝
一之
例
し

と

し
て
回
顧
さ
れ
て
い
る

（『中
右
記
』
二
十
二
日
条
）。

如
上
の
密
接
な
連
関
も
綾
な
さ
れ
つ
雪
）

前
話
の
弁
官
の
上
臓
下
臓
の
争
い

と
い
う
話
柄
が
、
三
七
話
の
始
ま
り
を
領
導
す
る
。
そ
の
区
分
を

「中
弁
」
と

の
み
記
す
こ
と
で
あ
え
て
曖
昧
に
し
、
さ
ら
に
為
隆
と
顕
隆
を
入
れ
替
え
て
叙

述
し
て
い
る
こ
と
は
、
無
視
で
き
な
い
ど
こ
ろ
か
、
真
っ
先
に
読
み
解
く
べ
き
、

弁
別
的
な
特
徴
で
あ
ろ
う
。

二

の
み
な
ら
ず
、
よ
り
本
質
的
な
も
う

一
つ
の
理
由
が
あ
る
。
実
は
、
こ
の
二

人
に
は
官
位
の
上
下
と
直
結
す
る
家
系
庶
嫡
逆
転
の
史
実
が
あ
っ
た
と

『尊
卑

分
脈
』
が
伝
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
書
は
、
為
房
子
と
し
て
、
舎
兄
で
あ

る
為
隆
を
顕
隆
の
下
に
配
し
、
そ
れ
は
為
隆
が
顕
隆
の
下
臓

「後
進
」
で
あ
る

故
一』
不
レ
依
二
年
歯
一嫡
庶
所
見
古
今
所
レ
知
也
」
「
新
訂
増
補
国
史
大
系
し

と

い
う
。

じ
じ
つ
、
あ
た
か
も
説
孝
と
道
方
の
よ
う
に
、
こ
の
二
人
の
為
房
の
子
息
の

間
に
、
弁
官
職
上
の
上
臓
下
臓
の
問
題
は
厳
し
く
現
前
し
て
い
た
。
顕
隆
は
堀

河
朝
承
徳
二

（
一
〇
九
八
）
年
十
二
月
、
二
十
七
歳
で
右
少
弁
。
三
歳
年
上
の

為
隆
は
同
朝
長
治
二

（
一
一
〇
五
）
年
、
三
十
六
歳

（『職
事
補
任
』
『弁
官
補

任
』
で
は
三
十
七
）
で
よ
う
や
く
右
少
弁
正
五
下
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

時
顕
隆
は
左
少
弁
正
五
上
。
翌
三
年
顕
隆
右
中
弁
、
為
隆
権
右
中
弁
。
翌
嘉
承

二
年
七
月
十
九
日
鳥
羽
践
許
、
顕
隆
三
十
六
歳
で
左
衛
門
権
佐

。
右
中
弁
の
ま

ま
五
位
蔵
人
と
な
り
三
事
兼
帯
。
前
代
堀
河
朝
に
五
位
蔵
人
だ
っ
た
為
隆
は
、

同
日
退
任
。
十
月
に
な
っ
て
父
為
房
が
正
四
位
上
、
五
十
九
歳
で
蔵
人
頭
に
昇

任
。
天
仁
二

（
一
一
〇
九
）
年
顕
隆
従
四
下

（五
位
蔵
人
を
去
）
に
上
り
、
左

中
弁
に
転
じ
、
為
隆
も
従
四
下
右
中
弁
に
昇
進
。
翌
天
永
元
年
顕
隆
は
従
四
上

に
昇
り
、
こ
の
除
目
時
に
至
る
。
顕
隆
四
十
歳
、
為
隆
四
十
二
歳
。
な
お
重
隆

は
従
五
位
下
三
十
六
歳
で
右
衛
門
権
佐
。

永
久
三

（
一
一
一
五
）
年
四
月
父
為
房
が
没
す
る
が
、
前
々
年
、
永
久
元
年

正
四
下
に
昇
進
し
た
顕
隆
に
対
し
、
次
年
の
永
久
二
年
、
為
隆
は
三
階
位
を
上

げ
、
顕
隆
正
四
下
左
中
弁
、
為
隆
正
四
下
右
中
弁
と
佛
倖
の
如
く
位
を
並
べ
て
、

父
の
死
を
迎
え
る
か
た
ち
に
な
る
。

だ
が
、
父
死
後
、
八
月
に
顕
隆
は
正
四
下
右
大
弁
兼
蔵
人
頭
へ
と
昇
進
、
正

四
下
左
中
弁
の
為
隆
と
は
再
び
格
差
が
広
が
る
。
そ
の
後
、
二
人
の
上
下
関
係

は
、
顕
隆
が
、
大
治
四

（
一
一
二
九
）
年
正
月
十
五
日
、
正
三
位
権
中
納
言

（五

十
八
歳
）
で
没
す
る
ま
で
、
逆
転
す
る
こ
と
は
な
か
っ
輸
）

し
か
し
、
「続
古
事
談
』
の
よ
う
に
、
「中
弁
」
と
の
み
役
職
を
記
述
し

（そ

れ
は
正
確
で
は
な
い
が
、
誤
り
で
も
な
い
）、
為
隆
・顕
隆
の
順
に
戻
し
て
い
る

テ
ク
ス
ト
だ
け
を
読
む
と
、
兄
弟
間
の
逆
転
は
顕
在
せ
ず
、
二
人
の
出
世
は
父

に
順
当
に
追
随
し
て
、
「子
孫
繁
昌
」、
い
ず
れ
、
筆
頭
に
い
る
長
子
為
隆
が
後

嗣
と
な
る
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
文
脈
が
発
生
す
る
。
後
嗣
と
は
、
こ
の
場
合
、

所
謂

「勧
修
寺
流
藤
原
氏
」
（橋
本
義
彦

「勧
修
寺
流
藤
原
氏
の
形
成
と
そ
の
性

格
」
注
６
所
掲
）
に
お
け
る
、
勧
修
寺

（西
堂
）
長
者
の
継
承
を
も
意
味
す
る
。



勧
修
寺
流
と
呼
ば
れ
る
一
門
は
、
醍
醐
外
祖
高
藤
流
で
あ
る
が
、
醍
醐
が
母

胤
子
の
た
め
に
建
立
し
た
勧
修
寺
の
中
に
、
高
藤
男
定
方
が
建
立
し
た
西
堂
が

「氏
寺
」
的
存
在
と
な
り
、
定
方
の
忌
日

（八
月
四
日
）
に
合
わ
せ
て
勧
修
寺

八
講
と
い
う
法
会
が
行
わ
れ
、
「氏
人
」
は
多
く
こ
の
法
会
に
参
集
し
、
ま
た
参

加
す
る
こ
と
で
、
こ
の
親
族
集
団
に
所
属
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
「京
楽

（＝

真
帆
子
）
氏
に
よ
れ
ば
‥
こ
の
親
族
長
者
の
長
で
あ
る
勧
修
寺
長
者
は
①
仏
事

（勧
修
寺
八
講
）
の
主
催
、
②
家
門
の
こ
と

（政
治
的
な
機
能
か
）、
③
共
有
財

産

（勧
修
寺
文
書
）
の
管
理
を
権
能
と
し
、　
一
門
中
の
最
高
官
位
者
が
そ
の
地

位
を
継
承
し
た
」。）

そ
の
親
族
長
者
を

１
西
堂
長
者
」
あ
る
い
は
単
に
「長
者
」

と
呼
」
ぶ

企
示
楽
真
帆
子

「平
安
時
代
の

「家
」
と
寺
―
―
藤
原
氏
の
極
楽
寺
・

勧
修
寺
を
中
心
と
し
て
―
―
」
３
日
本
史
研
究
』
三
四
六
、　
一
九
九

一
・
六
）

が
、
そ
の

「長
者
は
高
藤
流
の

「長
」
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で
あ

る
」
ら
公
家
と
儀
式
』
「勧
修
寺
家
の
一
千
年
」、
京
楽
氏
執
筆
、
注
６
所
掲
）。

「中
興
の
祖
」
（平
山
敏
治
郎
注
１１
所
掲
書
）
で
あ
る
為
房
は
十
三
代
長
者
。

勧
修
寺
長
者
を

「
一
門
中
の
最
高
官
位
者
が
勤
め
る
と
い
う
慣
例
」
が
、
「
さ

ら
に
明
確
に
あ
ら
わ
れ
る
の
が
、
為
房
の
息
子
為
隆
・顕
隆
兄
弟
の
場
合
で
あ
」

る
。
前
述
の
如
き
官
位
の
推
移
の
中
で
、
「為
房
の
死
後
、
長
者
を
継
い
だ
の
は

長
男
為
隆
で
あ
っ
た
。
当
時
」
二
人
の

「位
は
等
し
く
、
官
も
同
じ
く
中
弁
で

あ
っ
た
た
め
、
年
長
者
が
選
ば
れ
た
」。
「し
か
し
、
そ
の
後
の
除
目
で
…
位
は

同
じ
で
あ
る
が
、
弟
の
方
が
官
が
上
臓
と
な
っ
た
と
判
断
し
、
為
隆
は
弟
長
者

（・２
）

を
譲

っ
て
い
る
」

そ
う
し
た
長
者
相
承
の
事
情
を
、
大
治
四
年
七
月
二
十
七
日
、
弟
顕
隆
の
死

後
の

「勧
修
寺
御
八
講
事
」
を
定
申
の
折
、
為
隆
自
身
が
次
の
よ
う
に
回
顧
し

て
い
る
。

抑
大
蔵
卿

（
＝
父
為
房
）
御
事
之
後
、
永
久
三
年
予

（
＝
為
隆
）
為
二
長

者
「
及
二
元
永
二
年
ヽ
行
二
御
八
講
一之
後
、
譲
二
顕
隆
卿
「
雖
レ
有
二
弟
兄

之
義
¨
為
二
官
位
之
上
鵬
一
〈顕
隆
頭
右
大
弁
、
予
左
中
弁
。
但
先
例
雖
二

下
臓
ヽ
皆
行
レ
之
。
只
随
二
当
時
一也
〉。
思
二
向
後
之
昇
進
、
修
身
之
下
次
一

也
。
雖
レ
存
二
先
例
（
於
レ
事
有
レ
憚
。
加
之
長
者
辞
退
、
民
部
卿

（＝
泰
憲
）

例
近
存
乎
…
翁
永
昌
記
』大
治
四
年
七
月
二
十
七
日
条
「増
補
史
料
大
成
」、

平
山
前
掲
書
、
京
楽
前
掲
論
文
参
照
）。

父
の
死
後
、
永
久
三
年
、
長
者
と
な
っ
た
為
隆
は
、
元
永
二

（
一
一
一
九
）

年
の
八
講
を
終
え
た
後
、
弟
よ
り
下
鵬
で
あ
り
、
今
後
も
そ
う
で
あ
る
と
予
想

さ
れ
る
と
い
う
理
由
で
、
し
か
し
下
臓
が
長
者
を
勤
め
る

「先
例
」
が
あ
る
こ

と
を
重
々
強
調
し
た
上
で
、
藤
原
泰
憲
が
長
者
を
辞
退
し
た
、
と
い
う
先
例
も

あ
る
こ
と
と
て
自
ら
長
者
を
辞
退
、
弟
顕
隆
に
譲
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

史
実
と
し
て
の
如
上
は
、
『続
古
事
談
』
の
文
脈
の
、
期
待
の
地
平
と
大
き
く

饉
鶴
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
状
況
を
決
定
的
に
変
え
た
の
が
、
早
く
訪
れ

た
弟
の
死
で
あ
っ
た
。
「而
不
慮
之
外
、
去
正
月
十
五
日
忽
然
莞
逝
」
と
い
う
事

態
を
承
け
、
西
堂
長
者
の
有
つ
べ
き

「勧
修
寺
文
書
」
を
、
顕
隆
子
息
顕
頼
が
、

為
隆
の
も
と
に
送
っ
て
く
る
。
以
下

『永
昌
記
』
は
、
六
つ
の
条
件
を
数
え
上

げ
て
、
「両
度
長
者
」
と
な
る
決
意
を
記
す
が
、
そ
の
条
件
の
中
に
、
一
門
の
中

で
自
分
だ
け
が
公
卿
で
あ
る
こ
と
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

翁
当
時
独
為
二
公
卿
「
又
無
二
上
臓
こ
、
「公
卿
以
後
、
尤
可
レ
行
二
御
寺
事
家
門

之
事
「
奉
二
仕
三
宝
「
可
レ
不
レ
執
二
天
与
一哉
」、
同
上
）。

こ
う
し
て
、
あ
の
一
見
さ
さ
や
か
な

『続
古
事
談
』
の
配
慮
は
、
き
わ
め
て

興
味
深
い
も
の
と
な
ろ
う
。
三
七
話
の
描
く
勧
修
寺
流
の

「子
孫
繁
昌
」
は
、

官
位
と
生
死
と
の
、
屈
曲
し
た
運
勢
の
推
移
を
経
て
成
立
し
た
こ
の
兄
弟
の
嫡

庶
関
係
を
結
果
論
的
に
遡
及
し
、
父
為
房
出
世
の
時
点
に
お
い
て
も
、
為
房
―

為
隆
と
い
う
嫡
流
の
流
れ
が
あ
っ
た
と
、
当
初
か
ら
の
所
与
、
繁
栄
の
内
の
前



提
と
し
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
術
¨

三

そ
れ
で
は
、
為
隆
と
顕
隆
に
対
す
る
上
記
の
微
妙
な
違
い
は
、
『続
古
事
談
』

総
体
の
説
話
編
成
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

為
隆
は
、
巻
二

「臣
節
」
で
は
な
く
、
既
に
巻

一
「王
道
　
后
宮
」
に
一
一
、

一
二
、　
一
三
と
三
話
も
採
択
さ
れ
、
堀
河
天
皇
と
自
河
院
の
間
を
、
剛
腕
と
知

性
で
活
躍
し
事
務
を
処
理
す
る

「左
大
弁
」
と
し
て
描
か
れ
る
。
「堀
川
院
位
の

御
時
、
坊
門
左
大
弁
為
隆
、
職
事
に
て
、
太
神
宮
の
う
た
へ
を
申
入
け
る
に
、

主
上
御
笛
を
ふ
か
せ
給
て
、
御
返
事
も
な
か
り
け
れ
ば
、
為
隆
白
河
院
に
参
て
、

「内
裏
に
は
御
物
気
お
こ
ら
せ
お
は
し
ま
し
た
り
、
御
祈
は
じ
ま
る
べ
し
」
と

言
い
放
ち
、
堀
河
を

「
い
と
は
づ
か
し
き
こ
と
な
り
」
言
わ
し
め
た
逸
話

（
一
。

一
こ
、
堀
河
院
が
愛
着
し
た

「な
に
が
し
の
つ
ぼ
」
の

「格
子
」
を

「蔵
人
滝

口
な
ど
あ
つ
ま
り
て
、
本
を
か
ら
さ
じ
と
て
、
家
を
つ
く
り
お
ほ
へ
り
け
る
を
、

為
隆
参
て
こ
れ
を
見
て
、
「あ
れ
は
何
事
ぞ
、
さ
る
事
や
は
有
べ
き
」
と
て
、
御

倉
の
小
舎
人
を
め
し
て
、
散
々
に
こ
ぼ
た
せ
て
け
れ
ば
、
木
程
な
く
か
れ
に
け

れ
ど
も
、
人
ち
か
ら
も
お
よ
ば
ず
、
君
も
お
ほ
せ
ら
る
ヽ
事
な
し
」
と
処
理
し

た
説
話

（
一
二

一
し
、
と
続
く
一
連
の
為
隆
説
話
の
最
後
は
、
次
の
如
く
で
あ

２つ
。

自
河
院
の
御
前
に
て
、
為
隆
事
を
奏
し
け
る
に
、
題
目
事
の
外
に
か
さ
な

り
て
、
う
る
さ
げ
に
思
食
た
り
け
る
を
、
此
次
に
申
文
の
あ
る
か
ぎ
り
奏

し
は
て
ん
と
思
て
、
し
ら
ず
が
ほ
に
て
申
ゐ
た
り
け
る
に
、
申
文
今
四
五

通
ば
か
り
に
な
り
て
、
院
た
ち
て
お
は
し
ま
さ
ん
と
し
け
る
に
、
為
隆
み

ず
が
ほ
に
て

「祭
主
大
中
臣
某
謹
申
請
天
裁
事
」
と
よ
み
き
か
せ
ま
い
ら

せ
た
り
け
れ
ば
、
「太
神
宮
の
訴
よ
な
」
と
て
、
か
へ
り
ゐ
さ
せ
給
に
け
り
。

そ
れ
を
ち
か
ら
に
て
、
残
を
も
申
は
て
ゝ
ぞ
い
で
に
け
る
。
す
べ
て
か
や

う
に
を
し
が
ら
あ
り
て
、
ゆ
ゝ
し
か
り
け
る
人
な
り
。
２

。
十
三
）

一
連
は
、
本
話
末
評
語
、
「す
べ
て
か
や
う
に
を
し
が
ら
あ
り
て
、
ゆ
ゝ
し
か

り
け
る
人
」、
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
。
確
か
に
器
量
才
気
と
も
に
優
れ
て
い
た

ら
し
い
彼

（『後
拾
遺
往
生
伝
し

は
、
父
為
房
と
同
様
、
院
別
当
を
経
た

（『中

右
記
』
天
仁
元

・
十

一
。
五
、
院
別
当

・
殿
下

（＝
忠
実
）
家
司
、
堀
河
没
後

一
年
余
。
天
永
三

・
十
二
・
二
十
六
に
も
）
が
、
む
し
ろ

「関
自
摂
政
の
う
し

ろ
み
」
翁
大
椀
秘
抄
』
「群
書
類
従
し

た
る

「家
司
」
と
し
て
、
摂
関
家
と
の

関
係
を
深
く
し
て
い
た
よ
う
だ
（橋
本
義
彦
前
掲
論
文
）。
そ
れ
が
『続
古
事
談
』

で
は
、
説
話
が
巻

一
に
納
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
自
河

・
堀
河
を
め
ぐ

（・４
）

る
院

・
帝
と
の
関
係
で
語
ら
れ
て
い
る
。

一
方
逆
に
顕
隆
は
、
「よ
る
の
関
白
」
翁
今
鏡
」
「講
談
社
学
術
文
庫
し

と
い

わ
れ
、
「為
二
本
院
女
院
執
行
別
当
一
知
二
天
下
之
万
事
ご

（『中
右
記
』
大
治
四

年
正
月
十
五
日
条
）
と
そ
の
死
に
際
し
回
顧
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
河
院
近
臣
と

し
て
力
を
伸
ば
す
。
そ
れ
は
、
後
代
、
代
々
摂
関
家
に
仕
え
て
い
た
は
ず
の
勧

修
寺
流
が
、
院
近
侍
の
輩
と
な
っ
た
の
は
、
顕
隆
流
に
始
ま
る
、
と
い
う
認
識

翁
凡
観
修
寺
之
輩
、
代
々
自
二
執
政
之
家
一出
身
。
而
顕
隆
、
顕
頼
（＝
顕
隆
子
）、

光
頼

（＝
顕
頼
子
）
等
、
偏
寓
一一韻
蜘
洞
「
疎
こ
渥
一
所
三
ご

（『玉
葉
』
文
治

二

（
一
一
八
六
）
年
正
月
廿
七
日
条
）
さ
え
生
ま
れ
て
く
る
ほ
ど
、
為
隆
流
と

は
対
比
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
顕
隆
は
、
先
の
為
房
任
参
議
諄
の

後
、
次
の
よ
う
な
説
話
叙
述
の
中
に
現
れ
る
。

鳥
羽
院
大
嘗
会
の
御
楔
に
、
内
大
臣
に
は
か
に
服
暇
に
成
て
、
大
納
言
俊

明

（＝
源
）
節
下
を
つ
と
む
べ
き
よ
し
仰
ら
れ
け
る
を
、
江
帥

（＝
大
江

匡
房
）
も
り
き
ヽ
て
、
「五
代
太
政
大
臣
の
子
孫
な
る
右
大
将
を
ゝ
き
て
、

受
領
へ
た
る
民
部
卿
こ
の
事
を
つ
と
む
。
心
得
ず
」
と
ひ
と
り
ご
ち
け
る



を
、
自
河
院
き
か
せ
給
て
、
げ
に
と
や
お
ぼ
し
め
し
け
ん
、
右
大
将

（＝

藤
原
家
忠
）
に
あ
ら
た
め
仰
ら
れ
け
り
。
江
帥
に

「誠
に
さ
や
い
は
れ
け

る
」
と
人
と
ひ
け
れ
ば
、
「た
し
か
に
も
お
ぼ
え
ず
、
蔵
人
弁
顕
隆
も
の
い

ひ
あ
し
き
人
な
り
」
と
な
ん
い
ら
へ
け
る
。
含
Ｔ

〓
一九
）

「も
の
い
ひ
あ
し
き
人
」
と
形
容
さ
れ
る
本
話
で
の
頭
隆
の
位
置
づ
け
は
、

一
見
す
ぐ
に
、
為
隆
と
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
る
、
と
感
知
さ
れ
る
。
し
か
し
、

問
題
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。

本
話
は
、
鳥
羽
即
位
後
の
大
嘗
会
御
楔
の
節
下
大
臣
予
定
者
の
内
大
臣
源
雅

実
が
、
近
親
者
の
土
御
門
尼
上

（伯
母
）
の
死
去
に
伴
い
、
喪
に
服
す
こ
と
に

な
り
、
体
暇
を
と
る
こ
と
の
是
非
が
議
論
さ
れ
た
折
の
こ
と
。
「中
右
記
』
や
『殿

暦
』
の
天
仁
元

（
一
一
〇
八
）
年
十
月
十
日
か
ら
二
十

一
日
に
か
け
て
の
記
事
、

お
よ
び

『御
楔
行
幸
服
飾
部
類
』
η
群
書
類
従
し

所
引

「天
仁
大
記
」
に
該
当

す
る
部
分
が
あ
る
。
殿
下

（忠
実
）
邸
で
種
々
の
議
論
が
あ
っ
た
後
、
「人
々
申

旨
、
令
二
蔵
人
弁
顕
隆
奏
ラ
院
」
Ｓ
中
右
記
』
天
仁
元
。
十
・
十

一
）
と
自
河
院

に
伝
奏
す
る
の
が
、
顕
隆
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
説
話
本
文
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス

を
描
か
な
い
た
め
、
突
如
顕
隆
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
お
り
、
説
話
叙
述
が
わ

か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『中
右
記
』
は
続
け
て
、
夜
に
な
っ
て
戻

っ
て
き
た
顕
隆
が
、
「以
二
此
旨
一被
レ
間
二
帥
卿
匡
房
一也
、
大
略
同
二
人
々
被
レ
申

旨
ご

（匡
房
の
意
見
を
聞
い
て
み
た
と
こ
ろ
、
大
体
議
定
で
の
人
々
の
意
見
に

同
じ
だ
っ
た
）
と
し
た
上
で
、
院
の
意
見
を
開
陳
。
結
果
、
「節
下
」
に
つ
い
て

は
、
「大
納
言
吉
例
多
。
民
部
卿

（＝
俊
明
）
可
二
勤
仕
ご

と
い
う
。
し
か
し
そ

の
後
何
故
か
家
忠
に
変
更
さ
れ
る
。
「上
薦
大
納
言
民
部
卿

〈俊
明
〉
雖
レ
当
二
其

任
一有
レ
議
召
レ
之

（＝
家
忠
ご

（「天
仁
大
記
し
。
だ
が
、
敬
愛
す
る
俊
明
の
人

事
改
変
を
め
ぐ
り
、
『中
右
記
』
等
に
そ
の
事
情
を
伝
え
な
い
。

大
江
匡
房
は
、
こ
の
と
き
正
三
位
前
中
納
言
大
宰
権
帥
六
十
八
歳
。
権
帥
不

赴
任
で
一
部
に
批
判
が
あ
っ
た
。
三
十
歳
近
く
年
の
違
う
顕
隆
と
の
間
柄
の
詳

細
は
未
調
査
だ
が
、
為
房
や
為
隆
を
願
主
と
す
る
願
文
を
執
筆
し

翁
江
都
督
納

言
願
文
集
』
巻
五
、
同
六
）、
『永
昌
記
』
に
そ
の
死
を
惜
む
記
事
が
あ
る
。
『御

楔
行
幸
服
飾
部
類
』
所
引

「天
仁
江
記
」
は
、
二
十

一
日
の
御
楔
を
詳
細
に
記

録
し
て
い
る
が

（『江
記
逸
文
集
成
』
参
照
）、
節
下
に
つ
い
て
は
、
「大
臣
代
右

大
将
」
と
い
う
当
日
の
役
割
の
事
実
の
叙
述
の
み
。
本
話
の
記
述
の
根
拠
は
不

明
。こ

の
説
話
は
、
後
半
部
、
や
や
暗
示
的
で
わ
か
り
に
く
い
部
分
を
含
む
が
、

節
下
代
理
指
名
の
知
ら
れ
ざ
る
再
変
更
の
裏
側
に
、
時
の
大
儒
匡
房
の
独
り
言

が
あ
り
、
自
河
院
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
事
の
真
偽
を
問

わ
れ
て
、
よ
く
覚
え
て
ま
せ
ん
な
、
と
と
ぼ
け
た
匡
房
は
、
そ
れ
ま
で
説
話
に

は
何
も
言
及
さ
れ
な
い
顕
隆
の
名
前
を
出
し
、
唐
突
に
、
も
の
の
言
い
方
の
適

切
で
な
い
そ
の
為
人
を
批
判
す
る
こ
と
の
説
話
。
『続
古
事
談
』
の
読
書
対
象
で

あ
っ
た

『中
右
記
」
に
は
、
こ
の
時
機
匡
房
の
公
事
説
の
評
価
に
か
げ
り
が
あ

る
と
も
い
う

（松
本
昭
彦

コ
中
右
記
』
に
み
る
大
江
匡
房
像
」
『解
釈
と
鑑
賞
』

一
九
九
五
―
上

○
）
が
、
今
の
記
事
に
つ
い
て
の
み
対
比
す
れ
ば
、
本
書
の
説

話
に
は
、
匡
房
の
意
見
を
聴
取
し
な
が
ら
、
そ
の
意
見
の
特
徴
を
識
別
せ
ず
に
、

院
の
俊
明
案
を
拝
受
し
た
顕
隆
の
所
為
は
、
結
果
的
に
匡
房
の
有
識
を
院
に
伝

達
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
不
備
を
、
匡
房
自
身
の
独
自
が
院
に
伝

わ
る
形
で
匡
房
自
身
が
埋
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
意
味
が
生
じ

る
。
説
話
は
、
匡
房
の
有
識
と
院
の
信
頼

（川
口
久
雄

『大
江
匡
房
し

を
描
く

と
同
時
に
、
院
に
近
侍
し
て
立
身
を
は
か
る
勧
修
寺
家
の
代
表
と
見
ら
れ
て
い

た
顕
隆

（『玉
葉
」
前
掲
）
が
、
「天
下
之
政
在
二
此
人

一
言
こ

（『中
右
記
』
大

治
四
年
正
月
十
五
日
条
）
と
評
さ
れ
る
言
葉
の
政
治
力
の
保
持
者
、
君
側
の
奸

で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
の
危
険
を
、
本
話
の
背
景
に
暗
示
し
て
、
そ
の
顕
隆
の



様
態
を
、
地
の
文
で
は
な
く
、
匡
房
の
言
葉
の
引
用
で
、
説
話
叙
述
が
批
判
的

に
示
し
て
い
る
点
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
。
匡
房
が
没
す
る
の
は
、
こ
の
三

年
後
、
ち
ょ
う
ど
為
房
任
参
議
の
年
の
冬
。

こ
う
見
れ
ば
、
改
め
て
、
院
と
帝
に
対
し
て

「を
し
が
ら
あ
り
て
、
ゆ
ゆ
し
」

か
っ
た
、
と

『続
古
事
談
』
が
地
の
文
で
批
評
す
る
為
隆
と
の
、
「続
古
事
談
』

の
語
り
に
お
け
る
両
者
へ
の
鮮
や
か
な
対
照
性
が
、
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
本
話
の
読
解
に
は
、
な
お
後
考
を
候
ち
た
い
。

四

同
じ
く
匡
房
が
、
勧
修
寺
流
の
日
の
悪
さ
を
め
ぐ
る
逸
話
を
批
評
し
た
説
話

が
載
る
。
十

一
代
長
者
、
為
房
父
隆
方

（
一
―
三
十
二
、
三
十
二
）
の
物
語
。

（後
三
条
院
が
伊
勢
に
奉
る

「農
筆
の
宣
命
」
の
中
に

「我
位
に
つ
き
て

の
ち
に
、　
一
事
と
し
て
僻
事
せ
ず
」
と
述
べ
た
言
葉
を
、
匡
房
が
咎
め
た

た
め
、
激
怒
し
た
院
に
対
し
、
匡
房
が
）
「実
政
に
常
陸
介
隆
方
を
越
さ
せ

ら
れ
た
る
事
は
い
か
に
」
と
申
た
り
け
る
時
、
御
気
色
す
こ
し
な
を
り
て
、

さ
る
事
あ
り
と
お
ぼ
じ
め
し
い
で
た
る
さ
ま
に
て
、
よ
み
も
は
て
ゞ
、
宣

命
は
も
ち
て
う
ち
へ
い
ら
せ
給
に
け
り
。
此
事
は
、
此
君
い
ま
だ
春
宮
に

お
は
じ
け
る
と
き
、
春
日
詣
の
あ
り
け
る
に
、
い
づ
み
の
木
津
に
て
隆
方
、

実
政
ふ
な
あ
そ
び
を
し
て
こ
と
を
い
だ
し
て
け
り
。
今
も
昔
も
勧
修
寺
氏

の
は
ら
の
あ
し
さ
は
、
隆
方
の
実
政
を
の
る
こ
と
ば
に
、
「
さ
ま
で
も
な
き

ま
ち
さ
い
は
い
の
を
な
じ
や
う
か
な
」
と
い
ひ
て
け
り
。
実
政
は
多
年
の

春
宮
の
学
士
老
者
な
り
け
れ
ば
い
ひ
け
る
也
。
実
政
な
く
ノ
ヽ
此
事
を
う

た
へ
申
て
け
り
。
こ
れ
を
や
す
か
ら
ず
お
ぼ
し
め
し
つ
め
て
、
御
位
に
つ

か
せ
給
て
後
、
隆
方
を
こ
さ
れ
た
り
け
る
な
り
。
君
も
こ
の
こ
と
ば
を
ふ

か
く
お
ぼ
じ
め
し
知
け
る
に
や
、
其
御
時
ま
で
は
、
出
居
の
御
座
に
て
、

供
御
は
ま
い
り
け
る
に
、
「御
前
に
誰
か
候
」
と
と
は
せ
給
け
れ
ば
、
「隆

方
候
」
と
人
の
申
け
る
に
、
「そ
れ
に
む
か
ひ
て
え
も
の
く
は
じ
」
と
仰
ら

れ
て
、
う
ち
に
て
ぞ
供
御
は
ま
い
り
け
る
。
そ
れ
ら
よ
り
や
う
／
ヽ
此
儀

は
い
で
き
に
け
り
。
２

・
〓
〓
こ

本
話
は
、
沢
フ
も
昔
も
勧
修
寺
氏
の
は
ら
の
あ
し
さ
は
」
と
地
の
文
で
批
評
し

（・６
）

つ
つ
、
類
話
の
中
で
唯

一
、
隆
方
の
悪
言
に

「を
な
じ
や
う
か
な
」
と
い
う
語

を
描
き
、
「多
年
の
春
宮
学
士
老
者
」
で
あ
る
こ
と
と
か
け
て
、
同
様
の
春
宮
逼

塞
時
代
に
あ

っ
た
後
三
条

（次
話
三
三
は

「後
三
条
院
は
、
春
宮
に
て
二
十
五

（・７
）

年
ま
で
お
は
し
ま
し
て
」
と
始
ま
る
）
を
直
接
的
に
椰
楡
す
る
隆
方
を
描
く
。

『今
鏡
』
で
は
、
後
三
条
の
怒
り
を
か
い
、
人
事
の
当
て
が
は
ず
れ
た
隆
方
を

「う
ち
し
め
り
て
出
し
て
い
っ
た
と
叙
述
、
失
望
の
司
召
し
後

「次
の
朝
の
陪

膳
」
で
帝
か
ら
拒
否
さ
れ
、
「弁
も
辞
し
申
し
て
、
籠
」
っ
て
し
ま
っ
た
隆
方

（弁

官
の
辞
任
は
史
実
で
は
な
い
）
を
描
く
が
、
故
実
の
起
源
諄
の
形
式
を
と
る
『続

古
事
談
』
は
、
そ
ん
な
風
に
隆
方
の
弱
さ
を
顕
在
さ
せ
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
う

と
言
葉
は
見
え
な
く
と
も
、
頼
通
の
平
等
院
を
、
「餓
鬼
道
の
業
」
と
言
い
放
つ

泰
憲
説
話

（九

。
一
二
代
長
者
）
の

「は
ら
の
あ
し
さ
」
性
を
確
認
さ
せ
、

泰
賢

（祀
憲
）
〈民
部
卿
〉、
観
修
寺
氏
の
人
也
。
宇
治
殿
の
御
後
見
也
。

「平
等
院
つ
く
り
て
い
か
ほ
ど
の
功
徳
に
て
あ
る
ら
ん
」
と
仰
ら
れ
け
れ

ば
、
「餓
鬼
道
の
業
な
ど
に
て
や
侍
る
ら
ん
」
と
ぞ
申
さ
れ
け
る
。
公
Ｔ

一
一
）

良
質
な
硬
骨
と
し
て
の
為
隆
説
話
と
連
続
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
は
ら
の
あ
じ

さ
」
と
い
う
言
い
方
は
、
確
か
に
、
ど
口
い
に
く
い
こ
と
を
は
っ
き
り
言
う
直
言

の
同
族
に
対
す
る
屈
折
し
た
自
讃
と
も
取
れ
な
く
は
な
い
」
（木
下
資

一
「
『続

古
事
談
』
と
承
久
の
変
前
夜
」
『国
語
と
国
文
学
』
六
五

・
五
、　
一
九
八
八
）。

『続
古
事
談
』
の
そ
う
し
た
表
現
の
方
法
は
、
さ
ら
に
、
言
葉
の
上
で
、
「も



の
い
ひ
あ
し
き
」
勧
修
寺
流

一
門
の
説
話
と
し
て
、
隆
方
と
、
先
の
顕
隆
と
の

イ
メ
ー
ジ
を
、　
一
部
重
ね
て
も
み
せ
る
。
け
れ
ど
も
、
匡
房
の
言
説
を
梃
子
の

よ
う
に
対
比
す
る
と
き
、
両
者
の
決
定
的
な
違
い
は
明
確
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

後
三
条
か
ら
負
の
方
向
に
し
か
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
隆
方
の
物
言
い
の
活
写
は
、

匡
房
の
言
葉
で
一
転
名
誉
回
復
さ
れ
た
の
に
対
し
、
説
話
に
現
れ
な
か
っ
た
顕

隆
は
、
匡
房
の
言
葉
に
よ
っ
て
の
み
説
話
に
描
か
れ
、
「も
の
い
ひ
あ
し
き
」
批

判
だ
け
が
記
さ
れ
る
、
と
い
う
対
極
的
な
構
造
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
顕

隆
説
話
と
対
極
的
で
あ
っ
た
為
隆
説
話
と
隆
方
説
話
、
ま
た
さ
ら
に
泰
憲
説
話

と
の
ベ
ク
ト
ル
の
類
同
性
に
気
づ
か
せ
、
顕
隆
説
話
の
差
異
と
を
確
認
さ
せ
る

こ
と
に
も
な
る
点
で
重
要
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
に
触
れ
た
説
孝

。
泰
憲

・
隆
方
の
二
人
が

『続
古
事
談
』

に
現
れ
る
為
房
以
前
の
勧
修
寺

一
門
の
す
べ
て
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
勧
修
寺
長

者
経
験
者
で
あ
っ
た
。
説
孝
と
為
房
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
が
、

残
り
の
二
人
は
よ
り
直
接
的
に
、
為
房
が
勧
修
寺
長
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

き
わ
め
て
深
い
連
関
を
有
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。

泰
憲
は
、
説
孝

・
宣
孝
た
ち
の
兄
惟
孝
の
孫
に
あ
た
り
、
実
は
為
房
の
最
終

官
位

（正
三
参
議
）
を
越
え
る
正
三
位
権
中
納
言
を
経
験
し
た
公
卿
の
先
達
。
し

か
し
彼
は
九
代
長
者
と
な
っ
た
折
、
装
束
を
め
ぐ
る
口
論
を
機
に

「其
後
雖
レ

不
ン
去
二
長
者
一不
レ
参
二
八
講
こ

の
前
歴
を
有
す

（『勧
修
寺
古
事
し
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
長
者
は
、
隆
方
―
為
房
と
い
う
直
系
で
は
な
く
、
隆
方
か
ら
再
び

泰
憲
へ
の
形
式
的
な
継
承
を
経
て
、
よ
う
や
く
為
房
へ
委
譲
さ
れ
た
。

第
十

一
代
長
者
隆
方
の
死
後
、
長
男
為
房
は
長
者
が
持
つ
べ
き

「勧
修
寺

文
書
」
を
民
部
卿
泰
憲
に
渡
そ
う
と
し
た
…
泰
憲
は
文
書
の
受
け
取
り
を

何
度
も
拒
否
し
た
。
為
房
は

「官
下
臓
」
で
あ
る
た
め
自
分
が
長
者
に
な

る
わ
け
に
い
か
ず
、
結
局
、
泰
憲
邸
に
赴
い
て
共
に
御
八
講
を
沙
汰
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
泰
憲
は
名
目
上
の
長
者
で
、
実
質
上
の
長
者
は
為
房
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
（京
楽
真
帆
子
前
掲
論
文
）

そ
の
後
、
泰
憲
死
去

（承
暦
五

（永
保
元
、　
一
〇
八

一
）
年
正
月
）。
そ
こ
で

為
房
が
探
し
た
長
者
候
補
者
は
泰
憲
養
子
定
俊

（四
位
大
膳
大
夫
）
で
あ
っ
た

が
拒
否
さ
れ
、
そ
れ
で
為
房
は

「氏
人
之
中
見
存
蔵
人
五
位
上
臓
予
超
越
人
」

の
有
無
を
確
認
、
実
名
を
挙
げ
つ
つ

「合
十
人
皆
是
従
上
従
下
五
位
也
」
翁
為

房
卿
記
』
永
保
元

（
一
〇
八

一
）
年
七
月
十
七
日
条
裏
書
、
京
大
蔵
自
筆
本
、

東
大
史
料
編
纂
所
写
真
帳
）
と
自
ら
が
上
臓

（正
五
下
）
で
あ
る
と
し
て
長
者

を
勤
め
る
。
為
隆
の
長
者
継
承
を
め
ぐ
る
泰
憲
を
想
起
し
て
な
さ
れ
た
あ
の
配

慮
は
、
あ
た
か
も
父
為
房
の
経
験
を
な
ぞ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
『続
古
事
談
』
は
、

そ
れ
ら
の
過
去
と
未
来
を
オ
ミ
ッ
ト
し
、
結
果
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
ゆ
る
ぎ

な
い
所
与
の
為
房
―
為
隆
と
い
う
移
譲
を
、
「勧
修
寺
家
祖
」
翁
続
古
事
談
』
書

陵
部
本

（注
８
所
掲
）
等
二
。
三
七
傍
記
）
為
房

一
門

「子
孫
繁
昌
」
の
語
の

も
と
に
、
凝
縮
し
て
表
現
す
る
。
た
だ
し
本
書
は
、
そ
れ
ら
を
説
明
す
る
た
め

の
人
物
を
過
不
足
な
く
採
録
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

は
や
く
本
書
と
勧
修
寺
流
藤
原
氏
と
の
関
係
に
着
目
さ
れ
た
志
村
有
弘
氏
は
、

「本
書
に
は
勧
修
寺

一
門
の
説
話
が
多
い
と
こ
ろ
か
ら
編
者
と
勧
修
寺

一
門
と

の
交
流
」
を

「推
測
」
し
つ
つ
も
、
作
者
を
勧
修
寺
流
藤
原
氏
の
人
々
の
中
に

求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「巻
第

一
「後
三
条
院
…
…
」
の
説
話
で

「勧
修
寺
氏
ノ
腹
ノ
悪
シ
サ
ハ
…
」
と
記
し
、
あ
る
い
は
巻
第
二

「泰
賢
民
部

卿
…
…
」
の
説
話
に

「泰
賢
民
部
卿
、
勧
修
寺
氏
ノ
人
ナ
リ
」
と

「氏
」
を
使

用
し
て
い
る
点
か
ら
、
編
者
は
明
ら
か
に
勧
修
寺

一
門
の
人
物
で
は
な
い
」
と

（・９
）

否
定
的
に
捉
え
る
説
を
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る
。



志
村
氏
の
挙
げ
る
、
「
は
ら
の
あ
し
」
き
物
言
い
の
意
味
に
つ
い
て
は
す
で
に

言
及
し
た
。
後
者
の

「氏
」
の
使
用
に
つ
い
て
も
、
勧
修
寺
家
の
人
々
が
む
し

ろ
自
ら
一
門
を
積
極
的
に

「氏
人
」
と
称
し
、
「門
流
的
結
合
を
形
成
」
す
る
点

（橋
本
義
彦
前
掲
論
文
）
か
ら
、
反
対
の
結
論
へ
の
傍
証
と
も
な
る
。

作
者
比
定
に
つ
い
て
は
今
措
い
て
、
如
上
、
勧
修
寺
流
を
め
ぐ
る

『続
古
事

談
』
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
傾
向
、
す
な
わ
ち
、
勧
修
寺
家
長
者
の
系
譜
を
、

説
孝
…
隆
方
―
泰
憲
―
為
房
―
為
隆
…
と
描
き
つ
つ
、
殊
更
勧
修
寺
流

「中
興

の
祖
」
た
る
為
房
の
一
門
確
立
の
、
確
固
た
る
後
継
者
と
し
て
為
隆
を
好
意
的

に
描
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
対
し
て
顕
隆
流
に
、
い
さ
さ
か
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
、

も
し
く
は
冷
淡
な
記
述
が
含
ま
れ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
を
、
ひ
と
ま
ず
勧
修
寺
流

の
系
譜
に
重
ね
て
眺
め
て
み
よ
う
。

＊
傍
線
を
付
し
た
者
が

「続
古
事
談
」
に
登
場
す
る
人
物
、
括
弧
内
は
長
者
代
数
。

為
房
以
前
、
『続
古
事
談
』
に
関
連
し
な
い
人
物
は
多
く
省
略
に
従
輸
ｃ

惟
孝
―

泰
通
―
‐
劇
劇

（
４
）

説
孝

（７
）　
　
　
（ｎ
）
　
　
（１３
）

宣
孝
―

隆
光
―

男

―

到

こ
の
系
図
に
つ
け
ば
、
為
隆
の
三
度
目
の
長
者
以
降
、
勧
修
寺
長
者
は
再
び

顕
隆

一
流
を
軸
に
九
代
ほ
ど
も
為
隆
流
を
離
れ
、
経
房

（吉
田
大
納
言
）
の
代

に
、
よ
う
や
く
長
者
が
戻
っ
て
く
る
、
と
い
う
事
実
に
注
目
さ
れ
る
。
『続
古
事

談
』
の
勧
修
寺
長
者
為
隆
流
へ
の
偏
重
を
見
る
に
、
こ
の
経
房
周
辺
に
、　
一
つ

重
要
な
エ
ポ
ッ
ク
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

勧
修
寺
流
長
者
相
承
の
条
件
に
つ
い
て
、
朝
方
と
の
間
で
、
次
の
よ
う
な
や

り
と
り
が
あ
っ
た
と
、
経
房
自
ら
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
既
視
感
の

よ
う
に
、
為
房

・
為
隆
の
そ
れ
と
相
似
形
で
あ
る
。

三
条
納
言
被
レ
示
云
、
勧
修
寺
長
者
事
、
可
レ
渡
二
文
書
一之
由

一
日
日

――
――

回
事
如
何
。
予
答
云
、
納
言
与
レ
之
間
、
経
二
顕
官
一人
有
■
ハ
人
「
頼
憲
・

長
方

・
為
親

・
重
方

・
光
方

・
行
隆
等
也
。
其
中
至
二
十
長
方
卿
一者
、
年

不
レ
老
、
身
無
レ
病
、
昇
二
納
言
一為
二
上
臓
「
□
忽
然
受
二
頓
病
一出
家
。
愚

身
己
為
二
第
二
「
非
二
人
々
ロ
ーー
国
所
ラ
授
也
。
是
又
氏
三
宝
令
二
能
受
一

欺
。
然
而
当
時
長
者
無
二
指
障
一不
レ
可
レ
被
レ
避
。
今
暫
可
レ
被
レ
帯
之
由

答
レ
之
…

（コ
ロ記
』
文
治
元

（
二

八
五
）
年
七
月
十

一
日
知
▼

す
べ
て
の
点
で
勧
修
寺
家
氏
長
者
筆
頭
の
候
補
だ
っ
た
長
方
は
、
こ
の
直
前

の
出
家

（同
年
六
月
二
十
五
日
、
『玉
葉
し

に
よ
り
そ
の
資
格
を
放
棄
し
た
。

し
か
し
自
分
は
長
方
に
次
ぐ

「第
二
」
候
補
に
過
ぎ
な
い
、
と
経
房
は
語
る
。

為
房

・
為
隆
の
状
況
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
経
房
の
父
光
房
は
長
者
に
な
っ

て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
時
彼
が
結
局
長
者
相
承
を
容
れ
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
『百
練
抄
』
に
拠
れ
ば
、
経
房
が
勧
修
寺
長
者
を
勤
め
る
の
は
、
八
年

後
の
建
久
四

（
一
一
九
二
）
年

（「民
部
卿

〈経
房
〉
氏
長
者
以
後
初
入
寺
」
同

書
八
月
四
日
条
）。
そ
の
五
年
後
建
久
九
年
十

一
月
十
八
日
、新
大
納
言
経
房
は
、

あ
た
か
も
為
房
任
参
議
の
盛
儀
に
倣
い
（本
論
冒
頭
参
照
）、
嫡
子
定
経
ほ
か
同

族
を
率
い
て
拝
賀
す
る

（『百
練
抄
』
、
平
山
前
掲
書
）。

し
か
し
、
経
房
に
と
っ
て
何
よ
り
大
き
な
問
題
は
こ
の
後
起
こ
る
。
嫡
子
定
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経
の
突
然
の
出
家
と

「義
絶
」
（正
治
元
年
、
『尊
卑
分
脈
し

で
あ
る
。
系
図
に

は
載
せ
な
か
っ
た
が
、
翌
正
治
二
年
、
経
房
自
身
の
出
家
と
死
を
経
て
、
勧
修

寺
長
者
は
再
び
顕
隆
流
に
移
り
、
少
な
く
と
も

『続
古
事
談
』
成
立
周
辺
に
、

は
結
い
轟
嘩
噺
漿
蔽
義
な
経
卿
議
「
っ
た

（十
三
世
紀
半
ば
の
経
房
曾
孫
経
俊

『続
古
事
談
』
に
お
い
て
、
名
前
が
記
さ
れ
て
登
場
す
る
勧
修
寺
流

一
門
人

物
と
し
て
は
、
唯

一
、
長
者
に
な
っ
て
い
な
い
長
方
は
、
本
書
に
お
い
て
実
に

し
ば
し
ば
登
場
し
、
顕
彰
さ
れ
、
詳
述
さ
れ
る

（
一
。
三
一
、
二
。
一
四
、
二

一
、
二
四
、
六
。
四
）。
長
方
は
顕
隆
流
。
そ
の
子
宗
隆
。
長
兼
と
も
に
勧
修
寺

長
者
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
長
兼
を
、
近
年

『続
古
事
談
』
作
者
に
比
定
す
る

（四
）

説
が
あ
る
。　
一
方
、
本
書
は
、
肝
心
の
経
房
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
か
全
く
触
れ

る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「続
古
事
談
』
の
描
く
世
界
に
は
勧
修
寺
流
長
者
継
承
を
め
ぐ

る
光
と
影
が
交
錯
し
、
潜
伏
す
る
。
そ
し
て
作
品
世
界
は
為
隆
流
長
者
継
承
者

経
房
を
明
確
に
照
ら
し
出
し
な
が
ら
、
彼
を
描
か
ず
、
し
か
も
そ
の
後
は
長
者

が
こ
の
流
を
離
れ
て
し
ま
う
。
と
な
れ
ば
、
『続
古
事
談
』
世
界
の
キ
ー
パ
ー
ソ

ン
に
は
、
経
房
と

「義
絶
」
と
い
う
相
応
の
し
こ
り
を
残
し
て
出
家
暖
）

そ
れ

が
こ
の
流
の
長
者
継
承
の
放
棄
を
結
果
し
た
、
定
続
ド
浮
か
び
上
が
る
。
定
経

に
は
出
家
に
よ
る
長
者
継
承
権
の
放
棄
と
い
う
、
長
方
が
見
え
や
す
い
事
情
も

あ
る
だ
ろ
う
。
長
兼

『続
古
事
縦
鋳
作
者
説
の
一
傍
証
に
、
『六
代
勝
事
記
』
作

者
説
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
定
経
は
、
近
代
的
研
究
の
中
で
は
じ
め

て

『六
代
勝
事
記
』
作
者
に
比
定
さ
れ
た
。
後
鳥
羽
院
を
露
骨
に
批
判
す
る
こ

の
書
の
著
者
を
彼
に
比
定
す
る
こ
と
に
は
問
題
少
な
し
と
し
な
い
け
れ
ど
赫
）

こ
の
定
経
的
存
在
が
ど
の
よ
う
に

，続
古
事
談
』
世
界
の
形
成
に
関
わ
る
の
か

ま
た
、
経
房
を
描
か
な
い
こ
と
と
長
方
尊
崇
に
つ
い
て
、
問
題
を
い
く
つ
か
詰

め

て
お
く

べ
き
点

が
あ

る
。
本
稿

は
、
如
上

の
作
品
世
界
を
貫
く
勧
修
寺
流
系

譜
意
識

の
分
析

か
ら
定
経

へ
焦
点
を
合

わ

せ
る

に
止

め
、
定
経

へ
の
考
察

が
提

示
す
る

い
く

わ
つ

の
問
題

の
詳
細

に

つ
い
て
は
、
紙
数

の
都
合

も
あ

り
、
別
稿

を
用
意

し
た

い
。

狂̈（１
）
　

『続
古
事
談
」
の
引
用
は
、
名
大
小
林
文
庫
本

（国
文
学
研
究
資
料
館
紙
焼
）
に

よ
る
。
な
お

『続
古
事
談
注
解
」
（以
下

■注
解
」
と
略
称
）
及
び
諸
本
を
参
照
し
て

本
文
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
問
題
と
な
る
箇
所
以
外
は
注
記
し
な
い
。
説
話

番
号
は
同
書
依
拠
。

（２
）

本
話
と

「中
右
記
」
と
の
出
典
関
係
に
つ
い
て
は
、
志
村
有
弘

「
「続
古
事
談
」
研

究
序
説
」
η
中
世
説
話
文
学
研
究
序
説
し
、
一
九
七
四
）
、
田
村
憲
治

目
続
古
事
談
ヒ

翁
説
話
と
言
談
の
研
究
」、　
一
九
九
五
、
初
出
八
七
）
は
、
否
定
的
も
し
く
は
慎
重

な
言
及
。
し
か
し
、
磯
水
絵

「『続
古
事
談
」
の
編
纂
意
識
に
つ
い
て
」
「
堀
河
天
皇

圏
の
音
楽
伝
承
に
つ
い
て
―
―
楽
家
の
伝
承
と

「続
古
事
談
」
―
―
」
翁
説
話
と
音

楽
伝
承
し
、
二
〇
〇
〇
、
初
出

一
九
七
六
及
び
九

一
）、
神
戸
説
話
研
究
会
編

『続
古

事
談
注
解
」
２

九
九
四
）
等
の
出
典
研
究
に
よ
り
、
「中
右
記
し
が
本
書
の
典
拠
資

料
の
一
つ
で
あ
る
こ
と

（抄
出

・
部
類
本
等
の
形
態
を
含
め
て
）
が
確
定
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
本
書
は
必
ず
し
も
典
拠
資
料
を
そ
の
ま
ま
祖
述
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

差
異
の
あ
る
こ
と
が
出
典
関
係
の
是
非
を
確
定
す
る
絶
対
条
件
に
は
な
ら
な
い
。
以

下
、
「続
古
事
談
し
の
出
典
及
び
注
釈
的
読
解
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
諸
書
に
負
う
と

こ
ろ
も
多
い
が
、
煩
雑
に
な
る
た
め
、
問
題
と
な
る
箇
所
以
外
は
注
記
し
な
い
。

（３
）

本
書
二
。
四

一
で
、
出
典
の

『宇
椀
記
抄
し
の

「余

（＝
忠
実
）
間
日
不
怖
火
災

乎
」
（仁
平
三
年
四
月
十
五
日
条
、
「増
補
史
料
大
成
し

と
い
う
本
文
を
、
「「京
中
火

災
お
そ
る
べ
し
」
と
人
申
け
れ
ば
」
と
改
変
す
る
如
き
手
法
。
な
お
類
似
し
た
記
述

は
為
房
没
後
、
「兵
範
記
」保
元
元
年
七
月
二
日
条
に
鳥
羽
法
皇
の
葬
儀
に
関
す
る
「存

日
遺
詔
」
を
示
し
つ
つ
次
第
を
記
述
す
る
末
尾
に
、
葬
儀
が
遺
言
通
り
執
行
さ
れ
た

例
と
し
て
為
房
の
こ
と

（永
久
三
年
四
月
二
日
）
が
記
さ
れ
た
最
後
に
、
「雖
二
凡
人

子
孫
ヽ
非
二
繁
昌
之
者

一哉
」
「
増
補
史
料
大
成
し

と
類
言
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
延

慶
本

■平
家
物
語
」
巻
二
中
、
為
房
任
参
議
後
の
公
卿
会
議
で
の
活
躍
を

「彼
為
房

卿

ハ
、
君
ノ
為
二
忠
ア
リ
、
人
ノ
為
二
仁
ヲ
ハ
シ
ケ
リ
。
サ
レ
バ
今
、
子
孫
繁
昌
シ

給
モ
理
ナ
リ
」
〈後
三
条
院
ノ
宮
事
）
『延
慶
本
平
家
物
語
本
文
編
』
に
よ
る
）
と
評

す

（■盛
衰
記
」
に
も
）。
『平
家
物
語
」
叙
述
上
の
問
題
を
含
む
と
さ
れ
る

（武
久
堅



「平
家
物
語
と
勧
修
寺
流
の
人
々
―
―
院
政
期
中
級
貴
族
の
位
置
ヽ
平
家
物
語
成
立

過
程
考
し
、
一
九
八
六
）
記
述
で
も
あ
る
が
、
今
は
問
題
を
こ
の
二
書
の
関
係
に
限
定

す
る
。

（４
）
　

『尊
卑
分
脈
し
等
を
踏
ま
え
て
い
え
ば
、
母
は
、
忠
通
乳
母
讃
岐
宣
旨

〈法
橋
隆

尊

（宣
孝
孫
、
隆
佐
子
）
女
子
）。

（５
）

た
だ
し
、
本
書
に
は
、
朝
隆
の
名
前
も
、
「殿
上
の
一
種
物
は
…
蔵
人
弁
朝
隆
、
一二

献
の
か
は
ら
け
と
る
」
２

・
二
二
）
と
一
カ
所
見
え
る
。
彼
を
抹
消
し
よ
う
と
言
う

の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
軽
視
の
叙
述
で
あ
る

（６
）
　

『勧
修
寺
古
事
」
（同
書
の
引
用
は
当
面

「続
群
書
類
従
」
本

『勧
修
寺
旧
記
し
に

よ
り
、
京
大
蔵
本
を
東
大
史
料
編
纂
所
写
真
帳
で
参
照
。
な
お
当
該
箇
所
は

「公
家

と
儀
式
」
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
図
録
第
５
冊
、
一
九
九

一
に
も
影
印
）。
藤
原
説

孝
と
勧
修
寺
流
藤
原
氏
に
つ
い
て
は
橋
本
義
彦

「勧
修
寺
流
藤
原
氏
の
形
成
と
そ
の

性
格
」
翁
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
」、　
一
九
七
六
）
参
照
。
な
お
後
述
す
る
。

（７
）

説
孝
の
最
後
の
決
断
を

「続
古
事
談
に
は
、
官
途
の
昇
進
に
望
を
断
っ
て
実
利
の

多
い
播
磨
守
に
転
出
し
た
も
の
」
（橋
本
義
彦
）。
数
代
遡
っ
て
み
て
も
、
彼
以
前
の

左
大
弁
は
、
ほ
ぼ
み
な
権
中
納
言

（も
し
く
は
中
納
言
）
に
昇
進
し
て
い
る

（
一
条

朝
初
頭
に
大
江
斉
光
は
、
辞
任
後
ま
も
な
く
亡
く
な
っ
て
お
り

（「公
卿
補
任
し

例

外
で
あ
ろ
う
が
、
彼
は
、
蔵
人
頭
を
経
、
参
議
で
あ
っ
た
）。
彼
が
蔵
人
頭
も
経
ず
、

参
議
に
も
な
れ
ず
、
播
磨
の
守
に
転
し
て
い
る
の
は
、
き
わ
め
て
異
例
で
あ
る
。
そ

し
て
播
磨
守
の
前
任
者
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
道
方
で
あ
っ
た

（『公
卿
補
任
し
。

（８
）

「以
勧
修
寺
家
本
令
書
写
畢
／
寛
政
六
四
三
　
資
愛

（＝
日
野
ご

と
い
う
識
語
を

も
つ
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本

（８
く
ら
出
）
ほ
か
い
く
つ
か
の
伝
本
が
、
こ
の
二
話
の

間
に
高
藤
流
藤
原
氏
の
系
譜
を
傍
記
し
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

（９
）

第
二
篇
第
五
。
顕
隆
を
葉
室

一
流
祖
と
し
、
同
流
を

「称
二
嫡
家

こ

す
る
こ
と
の

注
記
。
同
篇
第
四
の
高
藤
公
孫
の
系
図
に
お
い
て
は
兄
弟
順
。
た
だ
し
同
趣
の
注
記

あ
り
。

（１０
）

『中
右
記
」
『弁
官
補
任
し、
『蔵
人
補
任
し、
■衛
門
府
補
任
し
、
「公
卿
補
任
」
ほ
か
。

〈ｎ
）

高
橋
秀
樹

「祖
先
祭
祀
に
見
る
一
門
と

「家
」―
―
勧
修
寺
流
藤
原
氏
を
例
と
し

て
―
―
」
『日
本
中
世
の
家
と
家
族
」
２

九
九
六
）。
な
お
橋
本
前
掲
論
文
、
平
山
敏

治
郎

，日
本
中
世
家
族
の
研
究
」
２

九
八
〇
）
他
参
照
。

（・２
）

京
楽
氏
前
掲

「平
安
時
代
の

「家
」
と
寺
」。
『兵
範
記
」
保
元
元
年
七
月
二
日
条

は
、
父
為
房
の
遺
言
に
従

っ
て

「広
瀬
龍
田
祭
日
し
を
行
っ
た
主
体
を

「為
隆
卿
以

下
」
（増
補
史
料
大
成
）
と
記
す
。

（‐３
）

叙
述
か
ら
消
さ
れ
た

「孫
し
た
ち

（前
掲

「中
右
記
し

に
は
、
顕
隆
嫡
流
の
顕
頼

は
い
て
も
、為
隆
流
を
実
質
的
に
受
け
継
ぐ
光
房
は
含
ま
れ
な
い
（後
掲
系
図
参
照
）
。

な
お

『続
古
事
談
」
総
体
の
説
話
叙
述
上
の

「家
系
」
へ
の
ま
な
ざ
し
に
つ
い
て
は

松
本
昭
彦

「
「家
系
」
へ
の
注
視
―
―

『続
古
事
談
』
編
者
の
方
法
―
―
」
η
国
語
国

文
」
六
四

・
一
、　
一
九
九
五
）
に
論
が
あ
る
。

（‐４
）

上
記
に
触
れ
た
以
外
に
は

（四
二
一五
）
ヨ
ハ
角
堂
の
如
意
輸
観
音
」
に
つ
い
て
、

「天
治
二
年
十
二
月
五
日
京
中
大
焼
亡
に
、
こ
の
堂
は
や
け
に
け
り
。
左
大
弁
為
隆

の
侍
、
と
し
ご
ろ
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
。
此
本
尊
を
取
出
し
た
て
ま
つ
り
け
り
」
と

為
隆
の
名
前
は
見
え
る
。

（・５
）
　

『玉
葉
」
は
、
国
書
刊
行
会
本
お
よ
び

『玉
葉

・
吾
妻
鏡
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ

る
。
な
お
、
こ
の
記
述
は
、
九
条
家
へ
の

「大
蔵
卿
宗
頼
初
参
」
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
。
彼
の
兄
は
、
治
承
三
年
の
政
変
で
新
摂
政
と
な
っ
た
基
通
の
家
司
を
任
ぜ
ら

れ
た
光
雅

∩
玉
葉
』
治
承
三
・十

一
二
一十
七
）
で
、
以
下

「光
雅
朝
臣

倉
ホ
頼
兄
）、

依
二
故
平
禅
門
之
命
ヽ
為
二
当
時
摂
政

（＝
基
通
）
之
執
行
家
司
一
（摂
政
始
時
也
と
、

そ
れ
が
、
「其
後
」、
文
治
元
年
十
二
月
二
十
八
日
条
に
い
う
よ
う
に
、
頼
朝
追
討
の

後
白
河
院
宣

（「光
雅
朝
臣
被
レ
下
二
追
討
宣
旨
一
了
し

を
奉
じ
た
こ
と
で
、
頼
朝
か

ら
解
官
さ
れ
る
。
「忽
変
二
君
臣
之
儀
一
被
レ
改
二
定
執
事

一
了

（在
二
子
細

■
ム
々
と
。

し
か
し
こ
の

「光
雅
雖
ン
為
二
宗
頼
之
兄
一
父
之
所
レ
用
不
レ
及
二
宗
頼

■
ム
々
。
今

有
レ
志
初
参
本
懐
云
、
是
感
悦
不
レ
少
者
歎
」
と
続
く
。

（・６
）
　

『今
鏡
」
は
、
「実
政
ま
づ
船
な
ど
設
け
て
渡
ら
む
と
し
け
る
を
、
隆
方
お
し
さ
ま

た
げ
て

「待
ち
幸
ひ
す
る
者
、
な
に
に
急
ぐ
ぞ
」
な
ど
、
な
い
が
し
ろ
に
」
言

っ
た

と
い
う
。
「愚
管
抄
」
は
、
「
コ
レ
ハ
東
宮
ノ
御
時
、
実
政

ハ
東
宮
学
士
ニ
テ
祭
ノ
使

シ
テ
フ
タ
リ
ケ
ル
ヲ
、
隆
方
ガ
サ
ジ
キ
ヲ
シ
テ
見
ケ
ル
ガ
、
タ
カ
ラ
カ
ニ

「
マ
チ
ザ

イ
ハ
イ
ノ
シ
ラ
ガ
コ
ソ
見
グ
ル
シ
ケ
レ
し
卜
云
タ
リ
ケ
ル
フ
キ
ヽ
テ
、
マ
ツ
リ
ハ
テ
ヽ

イ
ソ
ギ
東
宮
ニ
マ
イ
リ
テ
、
「
マ
サ
シ
ク
隆
方
ガ
カ
ヽ
ル
狂
言
フ
コ
ソ
キ
ヽ
候
ツ
レ
」

卜
申
タ
リ
ケ
ル
フ
、
キ
ヨ
シ
メ
シ
ツ
メ
テ
」
「
旧
大
系
し

と
あ
る
。
「を
な
じ
や
う
」

「多
年
の
春
宮
の
学
士
老
者
な
り
け
れ
ば
い
ひ
け
る
也
」
と
、
東
宮

へ
の
椰
楡
を
直

接
的
に
警
句
に
表
現
し
て
い
る
の
は
本
書
の
み
。

（‐７
）

後
三
条
が
、
即
位
後
、
か
つ
て
自
分
を
軽
侮
し
た
臣
下
を
冷
遇
し
よ
う
と
す
る
、

と
い
う
の
は
、
後
三
条
説
話
の
一
つ
の
類
型

（■古
事
談
」

一
。六
四
の
後
三
条
と
隆

国
と
同
子
孫
の
関
係
等
）
だ
ろ
う
。

（・８
）

諸
本

「泰
賢
」。
音
読
み
に
よ
る
当
て
字
で
あ
ろ
う
。
「尊
卑
分
脈
」
に
、
藤
原
公

基
の
父
保
家
に
つ
い
て
、
そ
の
母
を
民
部
卿
藤
泰
兼
女
と
す
る
、
泰
兼
も
同
様
か
（川

端
善
明
氏
ご
教
示
）。

（・９
）

引
用
は
、
志
村
有
弘

「中
世
説
話
集
と
編
者
」
翁
説
話
文
学
の
構
想
と
伝
承
し、
一

九
八
二
）
に
よ
る
が
、
こ
の
説
の
詳
細
な
検
証
は
同
氏

「
「続
古
事
談
」
研
究
序
説
」

η
中
世
説
話
文
学
研
究
序
説
し
、　
一
九
七
四
）
に
述
べ
ら
れ
る
。



（２０
）

系
図
に
つ
い
て
は

，尊
卑
分
脈
」
を
基
に
、
勧
修
寺
長
者
の
代
数
比
定
を
行
っ
た

橋
本
義
彦

・
京
楽
真
帆
子

・
高
橋
秀
樹
諸
先
行
論
文
と
、
松
園
斉

『日
記
の
家
―
―

中
世
国
家
の
記
録
組
織
―
―
」
第
九
章

「勧
修
寺
流
藤
原
氏
し、　
一
九
九
八
）
を
参
照

し
て
提
示
し
た
。

（２．
）

引
用
は

「増
補
史
料
大
成
」
及
び
高
橋
秀
樹
前
掲
論
文
に
よ
る
。
経
房
は
こ
の
時

長
者
と
な
ら
ず
、
後
建
久
四
年
長
者

∩
民
部
卿

〈経
房
〉
氏
長
者
以
後
初
入
寺
」
「百

練
抄
」
建
久
四
年
八
月
四
日
、
「新
訂
増
補
国
史
大
系
し
。
欠
文
多
く
読
み
に
く
い
部

分
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
「経
二
顕
官

一
人
」
が
勧
修
寺
家
長
者
の
資
格
に
な
っ
た
こ

と
を
考
え
る
重
要
な
発
言
で
あ
る
と
さ
れ
る

（高
橋
秀
樹
前
掲
論
文
）。
な
お
武
久
堅

前
掲
書

「〈付
録
〉
吉
田
資
房
略
年
譜
稿
」
を
参
照
し
た
。

（２２
）

平
山
敏
治
郎
氏
に
拠
れ
ば
経
房
出
家
後
、
唐
突
に
継
承
さ
れ
た
長
者
は
光
雅

（堀

川
中
納
言
、
■勧
修
寺
古
事
し
、
し
か
し
、
彼
は
八
講
を
勤
め
る
こ
と
な
く
、
経
房
出

家

。
没

〈間
二
月
十

一
日
）
の
直
後
二
月
六
日
に
権
中
納
言
を
辞
職
、
同
八
日
出
家
、

九
日
没
。
次
代
長
者
は
、
こ
れ
も
上
臓
の
順
に
沿
い
光
雅
弟
宗
頼

（二
条
大
納
言
、

「勧
修
寺
古
事
し
。
彼
が
建
仁
元

（正
治
三
）
年
八
講
の
長
者
入
寺

（「長
者
納
言
」

翁
三
長
記
」
「増
補
史
料
大
成
し
。
し
か
し
彼
も
二
年
後
建
仁
三
年
正
月
没
。
普
通

に
公
卿
を
続
け
て
い
れ
ば
、
遅
く
と
も
こ
の
時
点
で
の
定
経
が
長
者
に
な
る
は
ず
で

あ
っ
た
。
以
後
、
―
宗
隆

（長
方
男
）
―
親
雅

（親
隆
男
）
―
長
房
―
長
兼
―
光
親

と
続
き

（前
掲
書
）、
い
ず
れ
も
為
隆
流
で
は
な
い
。

（”
）

木
下
資

一
「
『続
古
事
談
」
と
承
久
の
変
前
夜
し、
ま
た

「注
解
」
解
説
等
参
照
。

（２
）
　

「義
絶
」
の
中
世
的
意
味
に
つ
い
て
は
三
浦
周
行

『法
制
史
の
研
究
」
等
参
照
。

（２５
）

定
経

（
一
一
五
八
～

一
二
三

一
）
の
母
は
従
三
位
平
範
家
女
。
そ
の
伝
記
の
概
括

に
つ
い
て
は
、
「平
安
時
代
史
事
典
」
参
照
。
お
よ
び
、
歌
人
と
し
て
の
履
歴
を
踏
ま

え
要
を
得
た
記
述
が
中
村
文

「文
治
二
年
十
月
経
房
家
歌
合
を
め
ぐ
っ
て
し
翁
和
歌

文
学
の
伝
統
し
、　
一
九
九
七
）
に
な
さ
れ
て
い
る
。

（２６
）

木
下
資

一
「『続
古
事
談
」
長
兼
編
者
説
再
諭
―
―
任
子
説
話
の
位
置
の
こ
と
な

ど
―
―
」
（池
上
洵

一
編

『論
集
説
話
と
説
話
集
し、
二
〇
〇

一
）。

（η
）

和
田
英
松

『本
朝
書
籍
目
録
考
証
」
に
定
経
作
者
説
が
提
唱
さ
れ
、
武
久
氏
前
掲

書
が
そ
の
意
義
と
問
題
点
を
指
摘
。
も
っ
と
も
新
し
い
詳
細
な
研
究
で
あ
る
弓
削
繁

「中
世
の
文
学
」
解
説

（二
〇
〇

一
）
は
序
文
の

「応
保
の
聖
代
に
生
て
」
と
あ
る

点
が
保
元
三
年
生
ま
れ
の
定
経
と
合
わ
ず

「致
命
的
」
と
い
う
。
し
か
し
同
文
は

コ
品

倉
の
明
時
に
つ
か
」
え
た
、
と
の
句
と
対
で
あ
り
、
「応
保
の
聖
代
」
を
二
条
天
皇
代

の
象
徴
的
表
現
と
理
解
し
て
立
論
す
る
和
田
説
の
根
拠
自
体
は
必
ず
し
も
崩
れ
て
い

な
い
と
考
え
る
。
勿
論
、
そ
の
こ
と
と
同
書
作
者
比
定
の
是
非
は
別
の
問
題
で
あ
る
。

（器
）

荒
木
浩

「勧
修
寺
流
藤
原
氏
と
『続
古
事
談
」
作
者
―
―
藤
原
定
経
の
周
辺
―
―
」

（平
安
京
文
化
研
究
会
第
六
十
五
回
例
会
、

学
）
と
題
す
る
発
表
に
関
連
。

二
〇
〇
二
年
十
二
月
十
五
日
於
大
阪
大

―
―
本
学
大
学
院
助
教
授
―
―


